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-------------------------------------------------------------------------------------- 

花粉症対策として企業ができることを考える 

 

◆今年も花粉症シーズンが到来 

３月に入ってスギ花粉の飛散がピークを迎えるなど、

花粉症シーズン真っただ中です。スギ花粉は２月～

４月頃に飛散し、2025 年の飛散量は 2024 年より

増える見込みとなっています。社内でも、くしゃみや

鼻水、目のかゆみといった花粉症の症状に悩まされ

ている社員は多いのではないでしょうか。 

 

◆国による取組み 

 環境省・厚生労働省が作成しているパンフレットで

は、花粉を避けるために、顔にフィットするマスク、メガ

ネの装着、花粉飛散の多い時間帯（昼前後と夕方）

の外出を避けること、外出を避けるためのテレワーク

の活用検討を呼びかけています。 

政府は、労働生産性の低下にも影響する花粉症

予防のための対策として、花粉曝露を軽減する柔

軟な働き方等、企業等による従業員の花粉曝露

対策を推進する仕組みの整備に取り組んでおり、国

民病ともいわれる花粉症への対策は企業としても関

心を持ちたいテーマとなっています。 

 

◆企業ができること 

経済産業省「健康投資ワーキンググループ」の資料

で示された令和５年度の健康経営度調査回答結

果によれば、職場における花粉症対策への支援とし

て、「空気清浄機の設置」、「対症療法（服薬など）

に対する補助・支援（通院や薬の購入への補助

等）」、「花粉症に関するセミナー等教育の実施（薬

の飲み方、副作用への理解等）」、「花粉症に合わ

せた柔軟な働き方（花粉飛散量が多い日の在宅勤

務を推奨する等）」が挙がっています。 

 大規模法人で実施されている例が多いですが、自

社において実施可能な対策を検討していくことで社

員満足度の向上にもつながることが期待されます。 

 

【環境省・厚生労働省パンフレット「花粉症対策 ス

ギ花粉症について日常生活でできること」】 

https://www.env.go.jp/content/000194676.pdf 

 

 

熱中症予防強化キャンペーンが実施されます

（４月から９月まで） 

 

熱中症対策実行計画に基づき、関係府省庁連携

の下、熱中症予防強化キャンペーンが４月～９月の

期間で実施されます。 

 

◆「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン」

（厚生労働省） 

職場における熱中症予防対策を徹底するため、厚

生労働省では、労働災害防止団体などと連携し、

５月から９月まで、「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワーク

キャンペーン」を実施します（４月を準備期間、７月を

重点取組期間としています）。 

キャンペーンでは、事業場への熱中症予防に関する

周知・啓発を行うほか、熱中症に関する資料やオン

ライン講習動画等を掲載しているポータルサイトを運

営します。周知・啓発に当たっては、近年死亡者数

が１年間で 30 人程度の状況が続いているため、以

下について、特に重点的に呼びかけます。 
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① 暑さ指数（ＷＢＧＴ＝湿球黒球温度）の把握と

その値に応じた熱中症予防対策を適切に実施する

こと 

② 熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、

身体冷却や医療機関への搬送等適切な措置がで

きるための体制整備等を行うこと 

③ 糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を

及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等

の意見を踏まえた配慮を行うこと 

 

◆企業の熱中症防止策を義務化 

厚生労働省は、企業に対して労働者の熱中症対

策を義務づける方針を示しています。 

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その

状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、

熱中症の重篤化を防止するため、体制整備、手順

作成、関係労働者への周知を事業者に罰則付き

で義務付けることとしています。省令として、労働安

全衛生法に基づく労働安全衛生規則を改正し、６

月からの施行を目指します。 

 

【厚生労働省「令和７年「ＳＴＯＰ！熱中症 クール

ワークキャンペーン」を実施します」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/coolwork_2025022

8.html 

 

【政府広報オンライン「熱中症予防強化キャンペー

ン」】 

https://www.gov-

online.go.jp/data_room/calendar/202504/event

-3223.html 

 

 

 

 

 

4 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

10日 
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 
［公共職業安定所］ 
 

15日 
○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

の提出［市区町村］ 
 
30日 

○ 預金管理状況報告の提出［労働基準監督署］ 
○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、

１月～３月分＞［労働基準監督署］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事

務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 
［公共職業安定所］ 

○ 公益法人等の法人住民税均等割の申告納付

［都道府県・市町村］ 
○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 1 期＞
［郵便局または銀行］ 
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の

縦覧期間 
（4 月 1 日から 20 日または第 1 期目の納期限まで

のいずれか遅い日以降の日までの期間） 
 

 

 

 


